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箕面商工会議所会館使用申請書提出先　　箕面商工会議所宛
メール：　info@minohcci.or.jp
ＦＡＸ：　０７２－７２１－１３０５

　箕面商工会議所　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）事業所名　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　
　　住　　所　　　　　　　　　　　　　
電　　話　　　　　　　　　　　　
次の内容にて会館を使用したいので申請いたします。
	使用目的
	
	使用予定人数
	   　　　人

	使用施設
	· 小会議室（3階） □ 中会議室(3階)　 □ 大会議室（３階）　　□２-Ｃ（2階）

	
		
	
	使 用 時 間
	※使用料（税込）

	施設名
	定員
	9:00～13:00
	13:00～17:00
	

	小会議室（3階）
	20
	3,300
	3,300
	

	中会議室（3階）
	40
	6,600
	6,600
	

	大会議室（3階）※
	60
	9,900
	9,900
	

	２-Ｃ（2階）
	15
	2,530
	2,530
	


※大会議室は、小会議室と中会議室の区切りの壁を開放した室です。

	使用年月日
	　年　　　　月　　　　日　　　曜日

	
	午前・午後　　　時　　　分　　～　　午前・午後　　　時　　　分迄

	使用責任者
	住　所
	

	
	氏　名
	

	備品使用希望
（✓をつけて
　　ください）
	備 品 名
	単価(税込)
	備 品 名
	単価(税込)

	
	· マイク（３本セット）
	1,100
	· 延長コード
	無料

	
	· プロジェクター
	1,100
	· ホワイトボード
	無料

	
	· スクリーン
	550
	
	

	使用料
	円　
	　　年　　月　　日使用料領収済（領収者　㊞）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏面の会館ご利用約定を必ずご確認ください→
箕面商工会議所　会館ご利用約定
【受付方法】
・箕面商工会議所会員の方のみご予約いただけます。
・ご使用の３カ月前から予約を承っています。
　（例：５月１５日使用希望の場合、２月１日からお申込みいただけます）
・利用目的が、会議やセミナー以外の場合、お断りすることがあります。

【ご使用上の注意】  ※注意事項をご確認のうえ、チェックをお願いいたします。
□下記に該当するときは、使用を認めません。また、使用中であっても下記に該当するときは、その使用を中止していただく場合があります。
　    １．公安を害し風俗を乱す恐れがあると認めたとき
　　　２．建物、付帯施設を破損する恐れがあると認めたとき
　　　３．商品の展示、販売など営利を目的とする場合
　　　４．特定の企業者が、定期的に継続して利用する場合
　　　５．他の会合に甚だしく迷惑を及ぼす恐れがあるとき
　　　６．反社会的勢力に該当すると認められるとき、及び反社会的勢力に関与していることが認められるとき
　　　７．宗教活動又は政治活動を目的とするとき
　　　８．その他箕面商工会議所が不適当と判断した場合
□ご使用者のご都合により使用されなくなった場合は、キャンセル料を下記の通り申し受けます。
　　使用日の当日　使用料金の全額
□ご使用の後は、机や椅子等の各付帯設備は使用前の状態に必ず戻してから退出してください。
□使用時間の延長は認められません。
設営から退出までの諸準備、後片付けは使用時間内で行ってください。
□会議所敷地内は禁煙です。
□柱、壁等建物の部分に張り紙、釘打ち、画鋲、セロテープなどは使用しないでください。
□室内の机や椅子は乱暴に扱わないでください。付帯設備などを破損、紛失した場合は、弁償をしていただきます。
□危険物の持込みは固くお断りいたします。
□ゴミは各自でお持ち帰りください。

【その他】
・会館貸出に駐車場はご利用いただけません。


　　　　　　　　　

